
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目

次

○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

1

○
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

８

○
復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

９

○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

10
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○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
一
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
条
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
規
制
の
特
例
措
置
」
と
は
、
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
規
制
の
特
例
措
置
」
と
は
、
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規

制
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
及

制
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま

び
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
に
規
定
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
措
置
並

で
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
措

び
に
政
令
又
は
主
務
省
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
令
等
」
と
い
う
。
）
に
よ

置
並
び
に
政
令
又
は
主
務
省
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
令
等
」
と
い
う
。
）

り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
つ
い
て
の
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
等
又
は
第
三
十

に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
つ
い
て
の
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
等
又
は
第

六
条
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
規
定
す
る
政
令
等
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
い
い
、
こ

三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
規
定
す
る
政
令
等
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
い
い

れ
ら
の
措
置
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
当
該
規
制
の
趣
旨
に
照
ら
し
地
方
公

、
こ
れ
ら
の
措
置
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
当
該
規
制
の
趣
旨
に
照
ら
し
地

共
団
体
が
こ
れ
ら
の
措
置
と
併
せ
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
必

方
公
共
団
体
が
こ
れ
ら
の
措
置
と
併
せ
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と

要
と
な
る
措
置
を
含
む
も
の
と
す
る
。

が
必
要
と
な
る
措
置
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）
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第
十
四
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
地

第
十
四
条

削
除

域
の
特
性
を
生
か
し
た
教
育
の
実
施
の
必
要
性
、
地
域
産
業
を
担
う
人
材
の
育
成
の

必
要
性
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
及
び
研
究
並
び
に
職
業
訓

練
を
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大

学
校
（
同
号
に
規
定
す
る
高
度
職
業
訓
練
で
同
号
に
規
定
す
る
長
期
間
の
訓
練
課
程

（
訓
練
期
間
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
を

満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
高
度
職
業
訓
練

」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
大
学
が
連
携
し
て
行
う
こ
と
が
適
切
か
つ
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
て
内

閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以

後
は
、
当
該
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
お
い
て
行
う
当
該
特
定
高
度
職
業
訓
練

を
修
了
し
た
者
（
学
校
教
育
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
で
、

当
該
大
学
が
当
該
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

る
と
認
め
る
も
の
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
学
に
編

入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
認
定
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
は
、
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
お
け
る
特

定
高
度
職
業
訓
練
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
当
該

特
定
高
度
職
業
訓
練
の
内
容
そ
の
他
の
当
該
特
定
高
度
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
の

改
善
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
特
定
高
度
職
業
訓

練
の
水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
国
立
大
学
法
人
法
の
特
例
）

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、

（
新
設
）

国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
二
十
四
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
所
有
に
属
す
る
土
地
等
（
同
法
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定

す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
土
地
等

に
お
い
て
革
新
的
な
研
究
開
発
、
研
究
開
発
の
成
果
を
活
用
し
た
新
た
な
事
業
の
創

出
又
は
研
究
開
発
の
成
果
を
活
用
し
た
施
設
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
者
に
円
滑
か

つ
迅
速
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
の
創
出
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
）
に
資
す
る

も
の
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、

当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
国
立
大
学
法
人
に
よ
る
土
地
等
の
貸
付

け
に
係
る
国
立
大
学
法
人
法
第
十
一
条
第
八
項
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条

及
び
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
一
条
第
八
項
中
「

こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
若
し
く
は
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

三
十
四
条
の
二
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
二
中
「
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け

て
」
と
あ
る
の
は
「
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
て
」
と
、
「
も
の
を

」
と
あ
る
の
は
「
も
の
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
者
に
」

と
、
同
法
第
三
十
六
条
第
二
号
中
「
、
第
三
十
四
条
の
二
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は

「
若
し
く
は
」
と
、
同
法
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は

「
こ
の
法
律
若
し
く
は
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
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え
て
適
用
す
る
第
三
十
四
条
の
二
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
八
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
八
項
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
政
令
等
で
規
定
さ
れ
た
規
制
の
特
例
措
置
）

（
政
令
等
で
規
定
さ
れ
た
規
制
の
特
例
措
置
）

第
三
十
五
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、

政
令
又
は
主
務
省
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
別

政
令
又
は
主
務
省
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
別

表
第
二
十
五
号
に
お
い
て
「
政
令
等
規
制
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
又
は
そ
の

表
第
二
十
四
号
に
お
い
て
「
政
令
等
規
制
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
又
は
そ
の

実
施
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の

実
施
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
政
令
等
規
制
事
業
に
つ
い

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
政
令
等
規
制
事
業
に
つ
い

て
は
、
政
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
政
令
で
、
主
務
省

て
は
、
政
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
政
令
で
、
主
務
省

令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主
務
省
令
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定

令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主
務
省
令
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
制
の
特
例
措
置
を
適
用
す
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
制
の
特
例
措
置
を
適
用
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
の
条
例
に
よ
る
特
例
措
置
）

（
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
の
条
例
に
よ
る
特
例
措
置
）

第
三
十
六
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、

第
三
十
五
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、

政
令
又
は
主
務
省
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
（
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る

政
令
又
は
主
務
省
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制
（
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び

別
表
第
二
十
六
号
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
」
と
い
う
。

別
表
第
二
十
五
号
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
」
と
い
う
。

）
を
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の

）
を
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の

認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
地

認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
地

方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制

方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
制

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
条
例
で
、
主
務
省
令
に
よ

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
条
例
で
、
主
務
省
令
に
よ
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り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

り
規
定
さ
れ
た
規
制
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

条
例
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
制
の
特
例
措
置
を
適
用
す
る
。

条
例
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
制
の
特
例
措
置
を
適
用
す
る
。

（
削
除
）

第
三
十
六
条

削
除

（
情
報
の
提
供
等
）

第
四
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
三
項
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は

（
新
設
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
規
制
の
特
例
措
置
の
見
直
し
）

（
規
制
の
特
例
措
置
の
見
直
し
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
主
務
省
令
）

（
主
務
省
令
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

（
命
令
へ
の
委
任
）

（
命
令
へ
の
委
任
）

第
五
十
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）
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附

則

附

則

（
提
案
を
募
集
す
る
期
限
）

（
提
案
を
募
集
す
る
期
限
）

第
三
条

第
三
条
第
三
項
の
募
集
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
行
う
も

第
三
条

第
三
条
第
三
項
の
募
集
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
期
限
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
期
限
）

第
四
条

第
四
条
第
一
項
の
申
請
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ

第
四
条

第
四
条
第
一
項
の
申
請
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

番
号

事
業
の
名
称

関
係
条
項

番
号

事
業
の
名
称

関
係
条
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
の
修
了
者
の
大

第
十
四
条

四

削
除

第
十
四
条

学
編
入
学
事
業

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
四

国
立
大
学
法
人
に
よ
る
土
地
等
貸
付
事
業

第
三
十
四
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
十
五

政
令
等
規
制
事
業
で
第
三
十
五
条
の
規
定
に

第
三
十
五
条

二
十
四

政
令
等
規
制
事
業
で
第
三
十
四
条
の
規
定
に

第
三
十
四
条
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よ
る
政
令
又
は
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

よ
る
政
令
又
は
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

二
十
六

地
方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
で
第

第
三
十
六
条

二
十
五

地
方
公
共
団
体
事
務
政
令
等
規
制
事
業
で
第

第
三
十
五
条

三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
又
は
主
務
省

三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
又
は
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

令
で
定
め
る
も
の
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〇
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
を
受

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
を
受

け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例

け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例

措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し
て
、

措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し
て
、

同
法
第
四
十
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

同
法
第
四
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
）

第
三
十
七
条
の
二

（
略
）

第
三
十
七
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
を

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
を

受
け
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の

受
け
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の

特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し

特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し

て
、
同
法
第
四
十
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

て
、
同
法
第
四
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）
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〇
復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
他
の
法
律
の
適
用
の
特
例
）

（
他
の
法
律
の
適
用
の
特
例
）

第
三
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法

第
三
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字

規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

構
造
改
革
特
別
区
域

第
四
十
九
条

又
は
各
省

、
復
興
庁
又
は
各
省

構
造
改
革
特
別
区
域

第
四
十
八
条

又
は
各
省

、
復
興
庁
又
は
各
省

法
（
平
成
十
四
年
法

法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
八
十
九
号
）

又
は
省
令

、
復
興
庁
令
（
告
示
を

律
第
百
八
十
九
号
）

又
は
省
令

、
復
興
庁
令
（
告
示
を

含
む
。
）
又
は
省
令

含
む
。
）
又
は
省
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
第
八
条
第
一
項
の
規

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
条
第
九
項
中
「
定
め
ら
れ
た
特
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
ら
れ
た
特
定
事

、
同
条
第
九
項
中
「
定
め
ら
れ
た
特
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
ら
れ
た
特
定
事

業
及
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

業
及
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

特
定
事
業
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該
特
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定

特
定
事
業
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該
特
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定

事
業
等
」
と
、
「
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
」
と
あ
る
の
は
「

事
業
等
」
と
、
「
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
」
と
、
「
第
十
二
条

第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
」
と
、
「
第
十
二
条

の
二
か
ら
第
二
十
五
条
の
六
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
五

の
二
か
ら
第
二
十
五
条
の
六
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
五

条
の
六
ま
で
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
」
と
、
「
で
又
は
」
と
あ
る
の
は

条
の
六
ま
で
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
」
と
、
「
で
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
で
、
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に

「
で
、
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
を
い
う
。
）
に
即
し
て
構
造
改
革
特
別
区

規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
を
い
う
。
）
に
即
し
て
構
造
改
革
特
別
区

域
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
主
務
省
令
で
、
」
と
、
「
条
例
で

域
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
主
務
省
令
で
、
」
と
、
「
条
例
で

」
と
あ
る
の
は
「
条
例
で
又
は
同
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
主

」
と
あ
る
の
は
「
条
例
で
又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
主

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
条
例
で
」
と
す
る
。

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
条
例
で
」
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
で
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を

５

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
で
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を

受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別

受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別
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区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
十
八
条
の
規

区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
十
七
条
の
規

定
を
適
用
す
る
。

定
を
適
用
す
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）
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